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第 3 章
過 去 問 題  
2  0  2  2  年  9  月  実  施  分



1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2022年 4 月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対
する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題文中の法律名等については、以下のような略称を用いています。
・育児・介護休業法＝育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労
働者の福祉に関する法律
・休眠預金等活用法＝民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る
資金の活用に関する法律
・障害者等のマル優＝障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
・日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」
　＝�高齢顧客への勧誘による販売に係る「協会員の投資勧誘、顧客管理

等に関する規則」等の一部改正及び「協会員の投資勧誘、顧客管理
等に関する規則第 5 条の 3 の考え方」（高齢顧客への勧誘による販
売に係るガイドライン）

・犯罪収益移転防止法＝犯罪による収益の移転防止に関する法律
・預金者保護法＝偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正
な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律

3．問題文中の「金融商品取引法上」という表現は、同法のほか、関連する
政令・内閣府令等を含みます。他の法律についても同様です。
4．問題文中の「金融機関」とは、「銀行」および「協同組織金融機関」を
指し、金融商品取引法上の「登録金融機関」となっているものとします。
5．問題文中の「一般投資家」は、金融商品取引法上の「特定投資家」以外
の投資家をいいます。

解答にあたっての注意
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【第 1問】次の各文章（（ 1）から（25）まで）の（　　）内に入るべき最も適
切な文章、語句、数字またはその組合せを選び、その番号を解答用紙
にマークしなさい。 〔25問〕

（ 1）　金融庁は金融事業者に対して「顧客本位の業務運営に関する原則」を
策定・公表し、あわせて金融事業者の取組みの見える化を促進する観点か
ら、顧客本位の業務運営の定着度合いを客観的に評価するための評価指標
（（　㋐　））を取組方針等に盛り込むことを求めている。特に投資信託の
販売会社に対しては、自主的に設定・公表する（㋐）に加えて、他の事業
者と比較可能な共通（㋐）と考えられる①運用損益別顧客比率、②投資信
託預り残高上位（　㋑　）銘柄のコスト・リターン、③投資信託預り残高
上位（㋑）銘柄の（　㋒　）の 3つの指標について、共通の定義により公
表することを求めている。

1．㋐KPI　　　㋑15　　　㋒リスクヘッジ
2．㋐KGI　　　㋑15　　　㋒リスク・リターン
3．㋐KGI　　　㋑20　　　㋒リスクヘッジ
4．㋐KPI　　　㋑20　　　㋒リスク・リターン

 解　説 投資信託の販売会社における比較可能な共通KPI
金融庁は金融事業者に対して「顧客本位の業務運営に関する原則」を策定・
公表し、あわせて金融事業者の取組みの見える化を促進する観点から、顧客本
位の業務運営の定着度合いを客観的に評価するための評価指標（KPI）を取組
方針等に盛り込むことを求めている。特に投資信託の販売会社に対しては、自
主的に設定・公表する（KPI）に加えて、他の事業者と比較可能な共通（KPI）
と考えられる①運用損益別顧客比率、②投資信託預り残高上位20銘柄のコス
ト・リターン、③投資信託預り残高上位20銘柄のリスク・リターンの 3つの指
標について、共通の定義により公表することを求めている（金融庁「投資信託
の販売会社における比較可能な共通KPIについて」）。

【正解】 4

 解　説 
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（33）金融商品取引法上の禁止規定に関する次の㋐～㋓の記述のうち、適切
なものはいくつあるか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とす
る。

㋐　金融商品取引業者等は、金融商品取引行為について、顧客の知識、
経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らし
て、不適当と認められる勧誘を行ってはならない。
㋑　顧客からの要求により金融商品取引に係る損失補填が行われた場
合、損失補填を行った金融商品取引業者等だけではなく、当該顧客も
刑事罰の対象となる。
㋒　金融商品取引業者等が国債を販売する際に、自社作成のものではな
く財務省作成の個人向け国債に係るポスター等を利用する場合であっ
ても、販売を行う当該金融商品取引業者等には広告等の規制が適用さ
れる。
㋓　金融商品取引業者等は、勧誘を要請していない個人顧客に対し、訪
問または電話によって店頭デリバティブ取引の勧誘を行ってはならな
い。

1． 1つ
2． 2つ
3． 3つ
4． 4つ

 解　説 金融商品取引法上の禁止規定
㋐．適切である（金融商品取引法40条 1 号）。
㋑．適切である。顧客が損失補填等の禁止（金融商品取引法39条 2 項）に違反
した場合、顧客も刑事罰の対象となる（同法200条14号）。
㋒．適切である。広告等の規制（金融商品取引法37条）は、金融商品取引業者
等が行う広告等に適用されるものであり、金融商品取引業者等以外の者が行
うものには適用されない。ただし、作成名義が金融商品取引業者等ではない
場合でも、実質的に金融商品取引業者等が国債を販売するにあたって財務省
作成の個人向け国債に係るポスター等を利用する場合には、販売を行う当該
金融商品取引業者等に広告等の規制が課されることになる。設問の事例で
は、広告等の規制が課される（金融庁2007年 7 月31日発表「金融商品取引法

 解　説 
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制に関する政令案・内閣府令等」に関するパブリックコメントの結果等につ
いての「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」235頁～236
頁〔No.54〕〔No.55〕）。
㋓．適切である。店頭金融先物取引および個人を相手方とする店頭デリバティ
ブ取引について、勧誘の要請を行っていない顧客に対して、訪問または電話
をかけて当該取引の契約を勧誘する行為は禁止されている（金融商品取引法
38条 4 号、同法施行令16条の 4第 1項 2号）。
したがって、適切なものは 4つである。

【正解】 4
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1 ．試験問題については、特に指示のない限り、2022年 4 月 1 日現在施行の
法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対
する各種特例等については考慮しないものとします。
2．問題文中の制度名等については、以下のような略称を用いています。
・一般NISA＝非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置
・教育資金の一括贈与の非課税措置＝直系尊属から教育資金の一括贈与
を受けた場合の贈与税の非課税措置
・つみたてNISA＝非課税累積投資契約に係る非課税措置
・NISA＝非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得
等の非課税措置

3．問題は、【第 1問】から【第 4問】まであります。
4．各問の問題番号は通し番号となっており、《問 1》から《問16》までと
なっています。
5．解答にあたっては、各設例および各問に記載された条件・指示に従うも
のとし、それ以外については考慮しないものとします。
6．解答は、解答用紙に記入してください。その際、漢字は楷書で、数字は
算用数字で明瞭に記入してください。また、記号は判別できるよう明瞭に
記入してください。
7．問題文中の「キンザイ銀行」は、外国銀行支店ではなく、金融商品取引
法上の「登録金融機関」の登録を受けているものとします。

解答にあたっての注意
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【第 1問】次の設例に基づいて、下記の各問（《問 1》～《問 3》）に答えなさい。

2022年 9 月、キンザイ銀行緑町支店の相談業務窓口に、預金窓口担当者か
ら「当行で預金口座をお持ちのＡさまが、ご家族への生前贈与やご自身の相
続について相談したいとのことです」という案内があり、相談業務担当者Ｍ
が対応することとなった。

〈Ａの属性・家族の情報など〉
Ａ　　：72歳、年金受給者。妻Ｂと同居し、生計を一にしている。
妻Ｂ　：69歳、専業主婦（年金受給者）
長女Ｃ：40歳、会社員。孫Ｄ・孫Ｅと暮らしている。
孫Ｄ　：15歳、高校生。長女Ｃの子。
孫Ｅ　：10歳、小学生。長女Ｃの子。

〈Ａの贈与・相続に関する意向〉
・昨年、長女Ｃは配偶者と離婚し、賃貸マンションで孫Ｄおよび孫Ｅと暮
らしている。Ａは長女Ｃ、孫Ｄおよび孫Ｅの生活資金について援助した
いと考えており、生前贈与を検討している。
・自身の相続の際に妻Ｂや長女Ｃが困らないように、相続に係る税金につ
いて把握しておきたい。

〈Ａが所有する主な財産（相続税評価額）〉
1．現預金　　　 ：5,500万円
2．国債　　　　 ：300万円
3．上場株式　　 ：1,000万円
4．自宅
　　敷地（400m2）：8,000万円
　　建物　　　　 ：1,500万円

※自宅の敷地は、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」
適用前の金額である。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

《設　例》
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《問 1》　Ｍは、Ａに、暦年贈与および相続時精算課税制度について説明した。
Ｍの説明に関する下記の文章の（ 1）～（ 4）のうち、内容が適切なも
のには○印を、不適切なものには×印を、解答用紙に記入し、×印を記
入したものについては、その理由を具体的に記述しなさい。

（ 1）　Ａさまから暦年贈与により贈与を受けた孫Ｄさまが、その年の 1月 1
日において18歳未満である場合、当該贈与財産に係る贈与税額の計算に
は、一般贈与財産の税率ではなく、特例贈与財産の税率が適用されます。

（ 2）　Ａさまから贈与を受けた長女Ｃさまが、初めて相続時精算課税を選択
する場合、原則として、贈与を受けた年の翌年 2月 1日から 3月15日まで
の間に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を添
付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

（ 3）　Ａさまから贈与を受けた長女Ｃさまが、相続時精算課税を選択する場
合、累計で2,500万円までの贈与について贈与税は課されず、2,500万円を
超えた部分について、一律10.21％の税率により贈与税が課されます。

（ 4）　長女ＣさまがＡさまからの贈与について相続時精算課税を選択した後
に、Ａさまの相続が開始した場合、相続財産の価額にＡさまから贈与を受
けた財産の価額を加算して計算した相続税額から、既に納めた相続時精算
課税に係る贈与税相当額を控除して、納付すべき相続税額を計算します。
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《問 2》　Ｍは、Ａに、教育資金の一括贈与の非課税措置について説明した。Ｍ
の説明に関する下記の文章の空欄㋐～㋔に入る数字を、解答用紙に記入
しなさい。

孫Ｅさまが、2022年中にＡさまから教育資金の贈与を受けて、教育資金の
一括贈与の非課税措置の適用を受けた場合、最高（　㋐　）万円まで贈与税
が非課税となります。
ただし、学習塾などの学校等以外の者に対して直接支払われる金銭につい
ては、（　㋑　）万円までが非課税となります。Ａさまが拠出した教育資金
は、金融機関等に開設された教育資金口座等で保管され、教育資金口座等か
ら払出しを行った場合や教育資金の支払を行う場合、支払に充てた金銭に係
る領収書などの当該支払の事実を証する書類等を所定の提出期限までに金融
機関等に提出する必要があります。
教育資金口座等に係る契約は、孫Ｅさまが学校等に在学している場合また
は孫Ｅさまが亡くなられるなど他の終了事由が生じた場合を除き、原則とし
て、孫Ｅさまが（　㋒　）歳に達した日に終了し、終了時に教育資金管理契
約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、当該
残額は孫Ｅさまの贈与税の課税価格に算入されます。また、教育資金管理契
約期間中にＡさまが亡くなられたときに管理残額がある場合、Ａさまの死亡
日において孫Ｅさまが（　㋓　）歳未満である等の一定の場合を除き、当該
管理残額は相続税の課税の対象となり、相続等により取得したものとみなさ
れる管理残額に対応する相続税額は、相続税額の（　㋔　）割加算の対象と
なります。
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《問 3》　Ｍは、Ａから、Ａが死亡した場合に係る相続税および相続税評価額に
ついて質問を受けた。Ｍの説明に関する下記の文章の空欄㋐～㋓に入る
語句等を、解答用紙に記入しなさい。

1 ．妻ＢさまがＡさまの相続開始前（　㋐　）年以内に、Ａさまから暦年課
税に係る贈与により財産を取得した場合、原則として、相続税の課税価格
に贈与を受けた財産の贈与時の価額が加算されます。

2．金融商品取引所に上場している株式は、原則として、相続開始日の最終
価格、相続開始日の属する月の日々の最終価格の月平均額、相続開始日の
属する月の前月の日々の最終価格の月平均額、または相続開始日の属する
月の前々月の日々の最終価格の月平均額のうち最も（　㋑　）価格を相続
税評価額とします。

3．妻Ｂさまが自宅の敷地と建物を相続し、自宅の敷地について限度面積ま
で「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受
けた場合、自宅の敷地について、相続税の課税価格に算入すべき価額は 
（　㋒　）万円となります。

4．「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、妻Ｂさまが相
続または遺贈により取得した財産の額が、妻Ｂさまの法定相続分相当額と
（　㋓　）万円とのいずれか多い金額までであれば、妻Ｂさまが納付すべ
き相続税額は算出されません。
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 解答例・解説
《問 1》
〔解答〕
（ 1）　×：特例贈与財産の税率ではなく、一般贈与財産の税率が適用される。
（ 2）　○
（ 3）　×：一律20％の税率により贈与税が課される。
（ 4）　○
〔解説〕　暦年贈与および相続時精算課税制度
（ 1）　不適切である。2022年 4 月 1 日以降の贈与について、贈与により財産を
取得した者（贈与を受けた年の 1月 1日において18歳以上の者に限る）が、
直系尊属（父母や祖父母など）から贈与により取得した財産に係る贈与税の
計算には、特例贈与財産の税率が適用され、それ以外の場合は一般贈与財産
の税率が適用される。

（ 2）　適切である（相続税法21条の 9、同法28条 1 項、同法施行令 5条 1項）。
（ 3）　不適切である（相続税法21条の13）。
（ 4）　適切である。

《問 2》
〔解答〕
㋐．　1,500　　㋑．　500　　㋒．　30　　㋓．　23　　㋔．　 2
〔解説〕　教育資金の一括贈与の非課税措置
㋐．教育資金の一括贈与の非課税措置とは、直系尊属から子・孫に対して教育
資金の贈与を行う際に、一定の要件を満たす場合、受贈者 1 人につき1,500
万円までは贈与税が非課税となる制度である（租税特別措置法70条の 2 の
2）。

㋑．教育資金のうち、学校等以外に直接支払われる金銭で社会通念上相当と認
められるもの（学習塾、スポーツ教室、文化芸術に関する活動に係る指導へ
の対価など）は、500万円までが非課税の対象となる。
㋒．教育資金口座等に係る契約は、「受贈者の死亡」や「口座残高が零（ゼロ）
になり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった場合」等の他
の終了事由が発生した場合を除いて、原則として、受贈者が30歳に達した日
に終了するが、その受贈者が30歳に達した日において学校等に在学している
場合または教育訓練を受けている場合かつ、これらの場合に該当することに
ついて金融機関等の営業所等に届け出た場合はこの限りではない（租税特別

 解答例・解説
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